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(1) 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

見守り活動等を通じて通学時間帯の安全を確保しましょう。

高齢者の方は、加齢に伴う身体能力の低下を考えて行動しましょう。

(2) 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

ハンドルを握ったら、運転に集中しましょう。

横断歩道は歩行者が優先であることは、マナーではありません。ルールです。

(3) 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメッ

トの着用促進

令和８年４月１日から、自転車の交通違反に青切符が導入されます。

自転車は車両の仲間。基本的な交通ルールを守りましょう。

から自転車に が適用されます。

自転車は車両の仲間！交通ルールを守りましょう。

傘さし運転、一時不停止、画面注視、等のルールは車と一緒です。

ルールもヘルメットもあなたの身を守ります。

ルールを守って、楽しく自転車に乗りましょう！！

１ 無理のない計画

自分の体力、経験に合った山行計画を。

いきなり高い山、レベルの高いルートは命の危険あり。

２ 登山計画書の提出

家族に登山計画を伝える。警察への登山計画書の提出。

現在は各種アプリからの提出が可能です。

３ 気象情報のチェック

平地の天気ではなく、山の頂上の天気を確認。降雨情報、風速に注意。
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